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公告第２号 

長野県市町村職員共済組合貸付規則の一部を改正する規則について 

  長野県市町村職員共済組合貸付規則の一部を次のとおり改正することについては、平成

１８年３月２日招集の第１２９回組合会において議決されたので公告する。 

    平成１８年３月６日 

長野県市町村職員共済組合 

                                                        理事長    伊 藤 喜 平 

長野県市町村職員共済組合貸付規則の一部を改正する規則 

長野県市町村職員共済組合貸付規則（昭和４６年制定）の一部を次のように改正する。 

第７条第１項中「年４．２６％」を「年３．４６％」に、「年３．５５％」を「年２．８８％」

に、「年４．０％」を「年３．２％」に改める。 

第１４条第４項中「年２．５５％」を「年１．８８％」に改める。 

附則第４項第１号を削り、同項第２号中「年３．２５％以下である場合」を「年３．２％

を下回っている場合」に、「在宅介護対応住宅貸付」を「第５条第４項に規定する在宅介護対

応住宅の場合において加算された額（以下「在宅介護対応住宅貸付」という。）」に改め、同

号を同項第１号とし、同項第３号中「年２．３０％」を「年２．３％」に改め、同号を同項

第２号とし、同項第４号を同項第３号とする。 
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附則第５項中「次の各号に掲げる財政融資資金利率の区分に応じ、該当財政融資資金利率

の改定日等から当該各号に定める利率とする。 

（１）財政融資資金利率が年３.２５％を超え年３.７５％以下である場合  年２.１３％ 

（２）財政融資資金利率が年３.２５％以下である場合  年１．７２％               」 

を「当該財政融資資金利率の改定日等から次に定める利率とする。 

財政融資資金利率が年３．２％を下回っている場合  年１．７２％」に改める。 

附 則 

（施行期日） 

１ この規則は、公告の日から施行し、平成１７年１１月１０日から適用する。 

（利息等に関する経過措置） 

２ 平成１７年度から平成２０年度までの各年度における第７条第１項及び第１４条第４項

の規定の適用については、第７条第１項中「年３．４６％」とあるのは「年３．４６％（平

成１７年度にあっては年２．２６％、平成１８年度にあっては年２．５６％、平成１９度

にあっては年２．８６％、平成２０年度にあっては年３．２６％）」と、「年２．８８％」

とあるのは「年２．８８％（平成１７年度にあっては年１．８８％、平成１８年度にあっ

ては年２．１３％、平成１９年度にあっては年２．３８％、平成２０年度にあっては年２．

７２％）」と、「年３．２％」とあるのは「年３．２％（平成１７年度にあっては年２．０％、

平成１８年度にあっては年２．３％、平成１９年度にあっては年２．６％、平成２０年度

にあっては年３．０％）」と、第１４条第４項中「年１．８８％」とあるのは「年１．８８％

（平成１７年度から平成２０年度までにあっては年１．７２％）」とする。 

３ 平成１８年４月１日から平成１９年３月３１日までの間における附則第４項の規定の適

用については、同項中 

「（１） 財政融資資金利率が年２．７５％を超え年３．２％を下回っている場合  年３．

２６％（災害貸付にあっては年２．７２％、第５条第４項に規定する在宅介護対応住

宅の場合において加算された額（以下「在宅介護対応住宅貸付」という。）にあって

は年３．０％） 

（２） 財政融資資金利率が年２．２５％を超え年２．７５％以下である場合  年２．７

６％（災害貸付にあっては年２．３％、在宅介護対応住宅貸付にあっては年２．５％） 

（３） 財政融資資金利率が年２．２５％以下である場合 年２．２６％（災害貸付にあ 
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っては年１．８８％、在宅介護対応住宅貸付にあっては年２．０％）」 

とあるのは、 

「財政融資資金利率が年２．３％を下回っている場合 年２．２６％（災害貸付にあって

は年１．８８％、第５条第４項に規定する在宅介護対応住宅の場合において加算された額

にあっては年２．０％）」 

とする。 

４ 平成１９年４月１日から平成２０年３月３１日までの間における附則第４項の規定の適

用については、同項中 

「（１） 財政融資資金利率が年２．７５％を超え年３．２％を下回っている場合  年３．

２６％（災害貸付にあっては年２．７２％、第５条第４項に規定する在宅介護対応

住宅の場合において加算された額（以下「在宅介護対応住宅貸付」という。）にあ

っては年３．０％） 

（２） 財政融資資金利率が年２．２５％を超え年２．７５％以下である場合  年２．

７６％（災害貸付にあっては年２．３％、在宅介護対応住宅貸付にあっては年２．

５％） 

（３）財政融資資金利率が年２．２５％以下である場合 年２．２６％（災害貸付にあ

っては年１．８８％、在宅介護対応住宅貸付にあっては年２．０％）」 

とあるのは、 

「（１） 財政融資資金利率が年２．２５％を超え年２．６％を下回っている場合  年２．

７６％（災害貸付にあっては年２．３％、第５条第４項に規定する在宅介護対応住

宅の場合において加算された額（以下「在宅介護対応住宅貸付」という。）にあっ

ては年２．５％） 

（２） 財政融資資金利率が年２．２５％以下である場合 年２．２６％（災害貸付に

あっては年１．８８％、在宅介護対応住宅貸付にあっては年２．０％）」 

とする。 

５  平成２０年４月１日から平成２１年３月３１日までの間における附則第４項の規定の適

用については、同項中 

「（１） 財政融資資金利率が年２．７５％を超え年３．２％を下回っている場合  年３．

２６％（災害貸付にあっては年２．７２％、第５条第４項に規定する在宅介護対応 
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住宅の場合において加算された額（以下「在宅介護対応住宅貸付」という。）にあ

っては年３．０％） 

（２） 財政融資資金利率が年２．２５％を超え年２．７５％以下である場合  年２．７

６％（災害貸付にあっては年２．３％、在宅介護対応住宅貸付にあっては年２．５％）

（３） 財政融資資金利率が年２．２５％以下である場合 年２．２６％（災害貸付にあ

っては年１．８８％、在宅介護対応住宅貸付にあっては年２．０％）」 

とあるのは、 

「（１） 財政融資資金利率が年２．７５％を超え年３．０％を下回っている場合  年３．

２６％（災害貸付にあっては年２．７２％、第５条第４項に規定する在宅介護対応

住宅の場合において加算された額（以下「在宅介護対応住宅貸付」という。）にあっ

ては年３．０％） 

（２） 財政融資資金利率が年２．２５％を超え年２．７５％以下である場合  年２．

７６％（災害貸付にあっては年２．３％、在宅介護対応住宅貸付にあっては年２．

５％） 

（３） 財政融資資金利率が年２．２５％以下である場合 年２．２６％（災害貸付に

あっては年１．８８％、在宅介護対応住宅貸付にあっては年２．０％）」 

とする。 

６  改正後の長野県市町村職員共済組合貸付規則（以下「貸付規則」という。）附則第４項の

規定は、平成１７年１１月１０日（以下「適用日」という。）前に貸し付けた高額医療貸付

及び出産貸付以外の貸付に係る適用日の前日における未償還元金に係る適用日以後に到来

する償還期日における利息についても適用し、適用日前に到来する償還期日における利息に

ついては、なお従前の例による。 

７ 地方公務員等共済組合法施行規程（昭和３７年総理府・文部省・自治省令第１号）附則第

３条の２に規定する特例期間のうち財政融資資金法（昭和２６年法律第１００号）第７条第

３項の規定により財務大臣が定める利率のうち預託期間が１０年の預託金に係るもの（以下

「財政融資資金利率」という。）が年３．２％を下回っている間が終了した日の属する月の

末日又は貸付規則附則第４項に規定する当該末日の翌日以後３月以内の日で理事長の定め

る日（以下「特例期間等の終了の日」という。）以前に貸し付けた高額医療貸付及び出産貸

付以外の貸付に係る特例期間等の終了の日後の償還期間における利息については、第７条第
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１項に規定する貸付利率を適用する。 

８ 適用日前に貸し付けた高額医療貸付及び出産貸付以外の貸付の貸付金に係る適用日以後

に到来する償還期日における償還額は、適用日の前日における当該貸付金に係る未償還元金

（第１６条（即時償還）第１項各号の事由に該当するものを除く。）を適用日に貸し付け、

適用日の前日における当該貸付金に係る未償還回数で適用日以後に償還したとしたならば

適用されることとなる償還表に定める金額とし、当該償還表への切替えについて必要な事項

は、別に理事長が定める。 

９ 適用日から特例期間等の終了の日の間において貸付規則附則第４項各号に掲げる区分に

応じた高額医療貸付及び出産貸付以外の貸付の貸付金に係る利息が改定された場合におい

て、財政融資資金利率が改定された日又は貸付規則附則第４項に規定する当該改定された日

以後３月以内の日で理事長が定める日（以下「改定日等」という。）の前日以前に貸し付け

た当該貸付金に係る改定日等以後に到来する償還期日における償還額は、改定日等の前日に

おける当該貸付金に係る未償還元金（第１６条（即時償還）第１項各号の事由に該当するも

のを除く。）を改定日等に貸し付け、改定日等の前日における当該貸付金に係る未償還回数

で改定日等以後に償還したとしたならば適用されることとなる償還表に定める金額とし、当

該償還表への切替えについて必要な事項は、別に理事長が定める。 

１０  特例期間等の終了の日以前に貸し付けた高額医療貸付及び出産貸付以外の貸付の貸付

金に係る特例期間等の終了の日後に到来する償還期日における償還額は、特例期間等の終了

の日における当該貸付金に係る未償還元金（第１６条（即時償還）第１項各号の事由に該当

するものを除く。）を特例期間等の終了の日の翌日に貸し付け、特例期間等の終了の日にお

ける当該貸付金に係る未償還回数で特例期間等の終了の日後に償還したとしたならば適用

されることとなる償還表に定める金額とし、当該償還表への切替えについて必要な事項は、

別に理事長が定める。 

 

公告第３号 

資金運用委員会設置規則の制定について 

  資金運用委員会設置規則を次のとおり制定することについては、平成１８年３月２日招集の

第１２９回組合会において議決されたので公告する。 
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    平成１８年３月６日 

長野県市町村職員共済組合 

理事長    伊 藤 喜 平 

資金運用委員会設置規則 

（目的） 

第 1 条 業務上の余裕金の安全かつ効率的な運用を図るため、長野県市町村職員共済組合（以

下「組合」という。）に資金運用委員会（以下「委員会」という。）を置く。 

（任務） 

第２条  委員会は、上記の目的を達成するため、次に掲げる事項を行う。 

（１）資金運用基本方針案の策定 

（２）半期ポートフォリオの策定 

（３）その他資金運用に係る必要な事項 

（組織） 

第３条  委員会は、委員５名で組織する。 

２  委員は、次の各号に掲げる者のうちから理事長が委嘱する。 

（１）理事  ２名 

（２）事務局長  １名 

（３）事務局職員  ２名 

 （アドバイザー） 

第４条  必要に応じ委員会に、アドバイザーを置くことができる。 

（任期） 

第５条  委員の任期は、２年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

（運営） 

第６条  委員会に委員長を置き、委員長は委員が互選する。 

２  委員会は、委員長が招集する。 

（庶務） 

第７条  委員会の庶務は、経理課において処理するものとする。 

（費用） 

第 8 条 委員会の開催に要する費用については、組合が組合の規程に基づき負担する。 
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（その他） 

第９条  この規則に定めるもののほか、委員会の運営に関し、必要な事項は理事長が別に定

める。 

附  則 

  この規則は、公告の日から施行し、平成１８年３月２日から適用する。 

 

公告第４号 

平成１７年度変更事業計画及び予算について 

  長野県市町村職員共済組合の平成１７年度変更事業計画及び予算については、平成１８年

３月２日招集の第１２９回組合会において別冊のとおり議決されたので公告する。 

平成１８年３月６日 

長野県市町村職員共済組合 

                                          理事長    伊 藤 喜 平 

 

公告第５号 

平成１８年度における任意継続掛金の標準となる額の算定の 

基礎となる平均給料額について 

長野県市町村職員共済組合の平成１８年度における地方公務員等共済組合法施行令（昭

和３７年政令第３５２号) 第４８条第３項第２号の規定による額は、３２７，０００円で

ある。 

   平成１８年３月６日 

長野県市町村職員共済組合 

                                                        理事長    伊 藤 喜 平 

 

公告第６号 

組合会議員の失職について 

 本組合の組合議員であった次の者は、平成１８年３月５日付けで上田市長を退職したこと

に伴い、地方公務員等共済組合法第９条第６項の規定により、平成１８年３月６日付けで組
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合会議員の職を失ったので公告する。 

平成１８年３月６日 

長野県市町村職員共済組合 

                            理事長  伊 藤 喜 平 

平成１８年３月５日退職母 袋 創 一 

氏 名 所 属 所 職 名 

上 田 市 長 

事 由 
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